
資料４－１ 
 
 

新嵐山ウォーターガーデン整備現況調査等業務委託に基づく事業実施 

の方向性について 

 

令和３年８月２０日開催の第７回総務経済常任委員会で「新嵐山ウォーターガーデン整備

事業」の事業内容及びスケジュールの見直しについて説明したところでありますが、この度、

標記現況調査等業務委託が完了したことから、調査結果及び事業実施の方向性について報告

するものであります。 

 

１ 現況調査結果 

 

① 既存人工池遊水部の現状把握 

⇒ コンクリート試験の結果、遊水部のコンクリートについて、強度低下や劣化状況 

  は確認されておらず、今後も使用可能と判断される。 

    ※コンクリート試験まとめ 

      ・コア観察結果 － ひび割れ褐色化は確認されなかった。 

      ・圧縮強度試験 － 圧縮強度 28.51Ｎ/ｍ㎡（標準的な基準強度 21Ｎ/ｍ㎡） 

      ・中性化深さ試験 － 0ｍｍ ⇒ 中性化はしていなかった。 

 

② 既存施設の状況把握 

⇒ 健全度判定は「Ｄ」で、施設の補修もしくは更新に対する緊急度判定は「高」で 

    撤去を行うことが望ましいと判断される。 

 

③ 取水方法の検討による水量把握 

⇒ 当初は澤水の使用を想定していたが、水質などの安全面を考慮し、専用水道（地 

下水）の使用を検討するため、水量調査を実施。 

なお、水量調査の結果から、原水ポンプの安定取水量は 225t/日で使用可能量は 

161ｔ/日（6.7ｔ/h）と判断される。 

     ※水質検査の結果、実施された項目全てにおいて、基準内であった。 

     ※専用水道を使用する場合、新嵐山荘から送水するための敷設が必要 

となる。また、排水処理（浸透桝設置または浄化槽への排水）も必 

要となる。 

 

 

 

 

 

 

 



２ 現況調査結果に基づく事業の再検討 

 

 ○設計条件の整理 

・給水：水質は飲料水の基準を満たしている 

・排水：流末は確保されている 

・管理：ろ過・塩素消毒装置は設置しない 

    水の入替えは週１回程度行う 

 

設計例１ 

給水量（多）＞ 漏水量＋蒸発 ～ 漏水対策及び循環設備の必要はない 

   ［条件］ 

・新嵐山荘から送水するための敷設が必要 

    ・浄化槽へ排水するための敷設が必要 

     

設計例２ 

給水量（少）＜ 漏水量＋蒸発 ～ 水は溜まらない 

［条件］ 

・限られた水を循環し、水の腐敗を抑制するための循環設備が必要 

    ・給水が少量のため、浸透桝を設置し、排水処理を行う 

  

○設計例１の場合、排水処理施設の設置費用（約 15,000 千円）がかかる。また、専用 

水道を使用するための送水管布設費用も必要となる。 ［当初想定していない事項］ 

 

○設計例２の場合、現行の浅井戸を使用するため、循環設備費用が必要となる。 

 ［当初想定していない事項］ 

  

○人工池遊水部の利活用は可能であるが、木道などの既存施設は再利用が困難なため、 

撤去または新設を検討する。             ［当初想定の事項］ 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、プロポーザルによる設計施工一括契約は可能であるが、

提案内容によっては、排水処理施設の敷設や循環設備の設置など当初積算で

は見込んでいない内容も想定される。そのため、現行予算内での実施が難し

く、多額の追加費用が必要となる可能性もあることから、現況調査に基づく

事業再検討の結果、新嵐山ウォーターガーデン整備事業は、令和３年度の事

業実施は取り止めとし、次年度以降に先送りとする。 














